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大分県土木設計業務等委託契約約款

（総則）

第一条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書

（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする業

務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下２

「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を発注者

に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注３

者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理

技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは４

発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をそ

の責任において定めるものとする。

受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。５

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。６

この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。７

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の８

定めがある場合を除き、計量法（平成四年法律第五十一号）に定めるものとする。

この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治二十九年法律第八十９

九号）及び商法（明治三十二年法律第四十八号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第五十七条の規定に基づき、発注者と受注者との

協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所を

もって合意による専属的管轄裁判所とする。

第二条 ～ 第四十二条 （略）

（発注者の催告によらない解除権）

第四十三条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を

解除することができる。

一 第五条第一項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

二 第五条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用した

とき。

三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。

四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。

五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒

【改正案】
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大分県土木設計業務等委託契約約款

（総則）

第一条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書

（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする業

務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下２

「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を発注者

に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注３

者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理

技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは４

発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をそ

の責任において定めるものとする。

受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。５

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。６

この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。７

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の８

定めがある場合を除き、計量法（平成四年法律第五十一号）に定めるものとする。

この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治二十九年法律第八十９

九号）及び商法（明治三十二年法律第四十八号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第五十六条の規定に基づき、発注者と受注者との

協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所を

もって合意による専属的管轄裁判所とする。

第二条 ～ 第四十二条 （略）

（発注者の催告によらない解除権）

第四十三条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を

解除することができる。

一 第五条第一項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

二 第五条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用した

とき。

三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。

四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。

五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒

【現 行】
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絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達

することができないとき。

六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな

いでその時期を経過したとき。

七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。

八 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七

号）第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員

（同法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に

実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

九 第四十六条又は第四十七条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

十 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者

を、受注者が法人である場合にはその役員、 その支店又は 常時建設コンサルタ

ント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められると

き。

【削る】

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められると

き。

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。

二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められるとき。

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

ヘ この契約に関し、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注

者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

第四十四条 ～ 第五十二条 （略）

（相殺）

第五十三条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対

【改正案】
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絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達

することができないとき。

六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな

いでその時期を経過したとき。

七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。

八 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七

号）第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員

（同法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に

実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

九 第四十六条又は第四十七条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

十 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者

を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタ

ント業務等の契約を締結する事務所の代表者 を

いう。以下この号において同じ。）が 暴力団員であると認められると

き。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした と認められると

き。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。

【新設】

ホ 役員等が 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

ヘ この契約に関し、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注

者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

第四十四条 ～ 第五十二条 （略）

【新設】

【現 行】
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【改正案】

して有する保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。

２ 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する

期間内に当該不足額を支払わなければならない。

３ 第一項の場合において、充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。

（受注者の損害賠償請求等）

第五十四条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた

損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引

上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき

は、この限りでない。

一 第四十六条又は第四十七条の規定によりこの契約が解除されたとき。

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。

２ 発注者の責めに帰すべき事由により、第三十二条第二項（第三十七条において準用する

場合を含む。）の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受

領金額につき、遅延日数に応じ、年二・五パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支

払を発注者に請求することができる。

（契約不適合責任期間等）

第五十五条 発注者は引き渡された成果物に関し、第三十一条第三項又は第四項（第三十七

条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し(以下この条にお

いて単に「引渡し」という。）を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由と

した履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条

において「請求等」という。）をすることができない。

２ 請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根

拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

３ 発注者が第一項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第六

項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者

に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法

による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

４ 発注者は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の

消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

６ 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

７ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定

にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等

をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたとき

は、この限りでない。

８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の

- 3 -

【現 行】

（受注者の損害賠償請求等）

第五十三条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた

損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引

上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき

は、この限りでない。

一 第四十六条又は第四十七条の規定によりこの契約が解除されたとき。

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。

２ 発注者の責めに帰すべき事由により、第三十二条第二項（第三十七条において準用する

場合を含む。）の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受

領金額につき、遅延日数に応じ、年二・五パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支

払を発注者に請求することができる。

（契約不適合責任期間等）

第五十四条 発注者は引き渡された成果物に関し、第三十一条第三項又は第四項（第三十七

条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し(以下この条にお

いて単に「引渡し」という。）を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由と

した履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条

において「請求等」という。）をすることができない。

２ 請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根

拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

３ 発注者が第一項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第六

項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者

に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法

による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

４ 発注者は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の

消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

６ 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

７ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定

にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等

をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたとき

は、この限りでない。

８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の
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【改正案】

性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をす

ることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

（保険）

第五十六条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき

又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに

発注者に提示しなければならない。

（紛争の解決）

第五十七条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議

が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関

して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停

人一名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合におい

て、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをした

ものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注

者と受注者とがそれぞれ負担する。

前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注２

者の使用人又は受注者から業務を委任され若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛

争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第十四条第二項の規定により受注

者が決定を行った後若しくは同条第四項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者

若しくは受注者が決定を行わずに同条第二項若しくは第四項の期間が経過した後でなけれ

ば、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。

第一項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に３

規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争につ

いて民事訴訟法（平成八年法律第百九号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和二十

六年法律第二百二十二号）に基づく調停の申立てを行うことができる。

発注者又は受注者は、申出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者４

との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は

意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の

規定を読み替えて準用する。

（契約外の事項）

第五十八条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して定める。
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【現 行】

性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をす

ることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

（保険）

第五十五条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき

又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに

発注者に提示しなければならない。

（紛争の解決）

第五十六条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議

が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関

して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停

人一名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合におい

て、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをした

ものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注

者と受注者とがそれぞれ負担する。

前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注２

者の使用人又は受注者から業務を委任され若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛

争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第十四条第二項の規定により受注

者が決定を行った後若しくは同条第四項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者

若しくは受注者が決定を行わずに同条第二項若しくは第四項の期間が経過した後でなけれ

ば、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。

第一項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に３

規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争につ

いて民事訴訟法（平成八年法律第百九号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和二十

六年法律第二百二十二号）に基づく調停の申立てを行うことができる。

発注者又は受注者は、申出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者４

との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は

意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の

規定を読み替えて準用する。

（契約外の事項）

第五十七条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して定める。


